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午前１０時００分 開会  

◎開会・開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は、１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２

７年第４回美幌町議会臨時会を開会しま

す。

これから、本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、７番早瀨仁志さん、８番岡

本美代子さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 会期の決定

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。

去る８月１７日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 平成

２７年度第４回美幌町議会臨時会の開催に

当たり、去る８月１７日、議会運営委員会

を開催いたしましたので、その内容と結果

について報告いたします。

本臨時会に付議された案件は、まず、初

めに町長から行政報告を受けます。その

後、専決処分の承認１件、人事案件１件、

動産の取得２件、補正予算１件がありま

す。

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。慎重なる審議に皆さんの協力をお願い

するとともに、行政職員の皆さんには真摯

な答弁と対応を申し上げまして、議会運営

委員会委員長としての報告といたします。

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本臨時会の会期を１日間

としたいと思いますが、御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 行政報告

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成２７年第４回美幌町議会臨時会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた
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しますとともに、行政報告と提出案件の概

要について、御説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に、報

徳車両センター資材倉庫の火災についてで

あります。

去る７月１６日午後２時５９分ころ、報

徳７９番地４の報徳車両センター資材倉庫

より出火し、消防車の出動を受け、消火活

動を行った結果、午後４時１５分に鎮火し

たところであります。

直ちに、美幌消防署及び美幌警察署によ

る現地調査、並びに担当職員の聞き取りが

行われましたが、出火原因の特定はできな

かったとの報告を受けたところでありま

す。

罹災状況につきましては、平成１５年建

設の資材倉庫の全焼及び保管資機材の焼失

であります。

被害額につきましては、建物で９３６万

３,０００円、保管資機材で６８５万７,０

００円、被害総額１,６２２万円となったと

ころであります。

今回の火災により、貴重な行政財産を焼

失させ、町民の皆様並びに議会の議員の皆

様に、多大な御迷惑と御心配をおかけした

ことに対し、心から深くおわび申し上げる

次第であります。

今後このような事故のないよう、職員に

対しまして安全管理の徹底を行うととも

に、再発防止に万全を期してまいる所存で

あります。

第２に、職員の懲戒処分についてであり

ます。

このたび、職員の町長公印不正使用によ

る職員の懲戒処分について、職員懲戒処分

等審査委員会に諮問し、その答申結果を踏

まえ、７月２７日付けで、１名の職員を減

給１０分の１（２カ月）の懲戒処分とした

ところであります。

事案の概要につきましては、本年４月に

認定すべき、農業経営改善計画認定書の再

認定につきまして、美幌町農業協同組合か

ら認定審査の依頼がありましたが、審査機

関であります美幌町農業金融制度推進会議

を構成する網走農業改良普及センター美幌

支所、美幌町農業協同組合、美幌町農業委

員会との協議を怠り、認定事務を遅延させ

た上、４月１７日に町長公印を無断で使用

して、認定証を交付したものであり、町長

公印の不正使用につきましては、美幌町公

印規程で定められている事務処理を怠り、

職務の信用を著しく傷つけたものでありま

す。

今回の事案により、町民の皆様の信頼を

大きく裏切る結果となったことは、まこと

に遺憾であり、議会を初め、町民の皆様に

対し、深くおわびを申し上げる次第であり

ます。

このような不祥事が二度と繰り返される

ことのないよう、職員に対して、適正な公

印使用の徹底を図るとともに、適正な事務

処理について、さらに指導を徹底し、再発

防止と町民の皆様の信頼回復に努める所存

であります。

次に、御提案いたします議案等につい

て、御説明を申し上げます。

専決処分の承認について、承認第１０号

平成２７年度美幌町一般会計補正予算（第

２号）については、７月１６日に発生した

報徳車両センター資材倉庫の火災に伴う、

道路維持管理用資機材購入のため急を要し

たことにより、専決処分をいたしましたの

で、御承認を賜りたいのであります。

人事案件について、本町職員懲戒審査委

員会委員平井雄二前総務部長は、都合によ

りその職を辞しましたので、後任として広

島学総務部長を任命いたしたく、御同意を

賜りたいのであります。

動産の取得について、議案第５８号は、

スクールバスについて、議案第５９号は、

北中学校教育用コンピュータ機器につい

て、それぞれ入札結果に基づき取得するこ

とについて、議決をいただきたいのであり

ます。
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平成２７年度介護保険特別会計補正予算

について、過年度分の所得更正等に係る介

護保険料還付金の増額補正を行おうとする

ものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げ、行政報告と提出案件の概要説明と

いたします。

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告について、２件ありましたので、１件に

つき質疑は１人３回までとさせていただき

ます。

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 以上で質疑を終わ

ります。

これで、行政報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 承認第１０号

○議長（大原 昇君） 日程第４ 承認第

１０号専決処分の承認についてを議題とし

ます。

直ちに、提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案の２ペー

ジをお開き願います。

承認第１０号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分をしたので、同条第

３項の規定によりこれを町議会に報告し、

承認を求めるということで、議案３ペー

ジ、専決処分書。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第２号）について、報徳車両センター資

材倉庫の火災に伴う道路維持管理用資機材

購入のため急を要するので、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分する。

平成２７年８月６日。

美幌町長土谷耕治。

５ページをお開き願います。

内容でございますけれども、平成２７年

度美幌町一般会計補正予算（第２号）につ

いて御説明を申し上げます。

平成２７年度美幌町の一般会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、行政報告で

御説明を申し上げましたけれども、７月１

６日に発生いたしました報徳車両センター

資材倉庫の火災により、倉庫及び維持管理

用資機材が焼失したことにより、通常の道

路、公園等の維持管理業務に支障を来たさ

ないよう、建設業者、あるいは河川事務所

から資機材を一時借用するとともに、現行

予算内で消耗品を購入の上、対処をしてき

ておりますが、今後、本格的な台風シーズ

ンを迎えるに当たり、災害対応時に必要な

資機材がいまだ不足しているものがあるた

め、その資機材購入の補正を行ったもので

ございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２５８万２,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ９７億８,７５４万１,００

０円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。

それでは、１５ページをお開きいただき

たいと思います。

歳出でございますけれども、８款土木

費、道路橋梁維持管理事業費の増というこ

とで、消耗品は台風等の災害対策用消耗品

として、セーフティーコーン、点滅ライ

ト、土嚢袋、スコップ等を１８４万２,００

０円で購入するものでございます。

その下の機械器具につきましては、エア

ーコンプレッサー１台、エンジンカッター

１台の備品購入費として、７４万円の予算

計上をさせていただいたところでございま

す。

次に、１３ページにお戻りいただきたい
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と思います。

歳入でございますけれども、前年度繰越

金の増、２５８万２,０００円は今回の補正

予算の財源を前年度繰越金に求めるもので

ございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いをいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第１０号専決処分の承認

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。し

たがって、本件は、承認することに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第５ 同意第６号

○議長（大原 昇君） 日程第５ 同意第

６号美幌町職員懲戒審査委員会委員の任命

についてを議題とします。

直ちに、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 同意第６号美幌町

職員懲戒審査委員会委員の任命について御

説明を申し上げます。

本町職員懲戒審査委員会委員平井雄二

は、都合によりその職を辞したので、次の

者を任命いたしたく、地方自治法施行規程

第１７条第５項の規定により、議会の同意

を求めるというものでございます。

記。

住所、美幌町字元町２１番地の１０。

氏名、広島学。

生年月日、昭和３５年７月３０日生まれ

でございます。

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、同意第６号美幌町職員懲戒審

査委員会委員の任命についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本件は、同意することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、同意することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第６ 議案第５８号

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

５８号動産の取得についてを議題としま

す。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案第５８号

動産の取得について御説明申し上げます。

議案書の１７ページでございます。

議案第５８号動産の取得について。

次のとおり、動産を取得するものとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１ページを

お開きください。

資料１、議案第５８号関係スクールバス

（中型）１台であります。

現在、旧町営バス報徳線を運行しており

ます４６人乗りの車両は、平成５年に購入

してから２２年が経過し、走行距離約４４

万キロメートル、経年劣化により安全確保

が難しくなることから、入れかえを検討し

ておりました。

平成２７年度のへき地児童生徒援助費等

補助金活用のため事業申請をし、また６月
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定例会におきまして、バス購入費の補正予

算の御承認をいただいたところでございま

す。

国からは、７月７日付けで交付内定がご

ざいました。この間、事業着手を進め、８

月１３日に入札執行され、今回、中型バス

１台を購入するに当たりまして、議決をい

ただきたいというものでございます。

納入場所は、美幌町字栄町４丁目８番地

の５、阿寒バス株式会社美幌営業所でござ

います。

動産の概要でございますが、数量は１

台、形式はいすゞＳＤＧ－ＲＲ７ＪＪＣＪ

でございます。

車種は中型バスで、いすゞガーラミオＭ

２タイプでございます。

主要諸元でございますが、車両の大きさ

並びに車両重量は参考資料に記載のとおり

でございます。

性能でございますが、駆動方式は二輪駆

動。

乗車定員は座席３７人、補助席５人、乗

務員１人の合計４３人乗りでございます。

エンジンにつきましては、形式がＪＯ７

Ｅ。総排気量６,４０３ｃｃ。使用燃料は軽

油でございます。

最高出力は１６９キロワット、馬力に言

い換えますと２３０ＰＳでございます。

次に、児童生徒並びに地域の高齢者のご

利用もありますので、安全な乗りおりや走

行のための主要装備につきましては、バッ

クアイカメラとモニター、乗降中表示灯、

全席シートベルト、ＡＢＳブレーキ、坂道

発進補助装置、クラウチングシステムが装

備されております。

このうち、クラウチングシステムは、乗

降ステップがエアスプリングにより、約５

センチメートル下がり、安全かつ容易に乗

り降りができる車高調整機能でございま

す。

入札年月日につきましては、平成２７年

８月１３日。

指名業者は、東北海道いすゞ自動車株式

会社北見支店、東北海道日野自動車株式会

社北見支店の２社でございます。

取得の金額は１,９７９万６,４００円。

落札率は９６.４％でございます。

契約の相手方は、北見市栄町１丁目３番

地５、東北海道いすゞ自動車株式会社北見

支店、支店長林利美てございます。

契約保証金は、免除。

契約年月日は、議決後本契約による。

納入期限は、本契約後２１５日とするも

ので、本日契約いたしますと、平成２８年

３月２２日が納入期限となります。

以上、御説明申し上げましたので、御審

議をたまりますよろしくお願い申し上げま

す。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） 年度の当初予算１,

６７０万円が、１,９００何ぼということ

で、実際３０９万６,４００円高くなってい

るのですけども、その理由というか、その

要因をお聞かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） こちら

のほうで年度当初ではなく、６月の補正予

算におきまして、御審議いただいている部

分でございますので、その金額につきまし

ては１,６００万円ではなく、車両の予算と

しまして、２,０５２万８,０００円の補正

を御承認いただいているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） ２,０００何ぼです

か。私の認識では、１,６７０万円という認

識だったのですが。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） ６月の

補正では、２,０５２万８,０００円でござ

います。ただ、車両の価格という部分につ
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きましては、こちらのほうでいう予算では

なく、そうした部分はありますけれども、

当初予算としましては、本体価格ですと

か、メーカーオプション、そうした部分を

総合しまして、トータルで２,０５２万８,

０００円を御承認いただいております。こ

れは６月補正でございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 私の認識とちょっ

と違いますので、後ほど私のほうで確認し

てみたいと思います。

○議長（大原 昇君） そのほか。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 指名業者のとこ

ろなのですが、たまたまこの参考資料を見

ますと、指名業者は２社の中の入札だった

と読み取れるところがあります。

たまたま、会社名を見ますと、北見支店

というところが２社、バスという意味でお

聞きしたいのですが、仮に、北見支店とい

うのは、網走管内という枠組みというよう

に考えてもらってもいいのですが、北海道

全体としての、例えば札幌支店というよう

な範囲内で考えた場合、ほかのメーカーに

も中型バスを販売しているところはなかっ

たのか。指名のあり方という観点で、お聞

かせ願いたいと存じます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今回入れかえ

をするバスについては、定員が４３人でご

ざいますけれども、同規模の中型バスに該

当する車種といたしましては、いすゞ自動

車と日野自動車で販売されているものしか

ございませんでしたので、製造２社に販売

先を絞りまして、業者選定とさせていただ

いたところでございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、議案第５８号動産の取得につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第７ 議案第５９号

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

５９号動産の取得についてを議題としま

す。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案書の１８

ページでございます。

議案第５９号動産の取得について御説明

申し上げます。

次のとおり、動産を取得するものとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の２ページを

お開きください。

資料２、議案第５９号関係。

北中学校教育用コンピュータ機器という

ことで、平成１８年度及び平成２２年度に

購入しておりました、北中学校生徒用のコ

ンピュータ機器でございますが、前回の更

新から、９年ないし５年が経過し、ハード

ディスクなどの不調を来していることか

ら、今年度更新させていただくものでござ

います。

納入場所は、美幌町立北中学校でござい

ます。

動産の概要、初めにデスクトップ型パソ

コン４１台、富士通製でございます。教師

用が１台、生徒用が４０台でございます。

形式は、教師用がＦＭＶＤ１３００Ｋ、

生徒用が、ＦＭＶＤ１３００７でございま
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す。

仕様はＣＰＵにつきましては、インテル

コアｉ３、メモリーは２ギガバイトでござ

います。

ＨＤＤの容量は３２０ギガバイト、ＤＶ

Ｄは教師用がスーパーマルチドライブ、生

徒用がロムドライブユニットでございま

す。

モニター画面は１７型液晶ディスプレイ

で、ソフトウエアはウィンドウズ８.１プロ

フェッショナルでございまして、初期設定

から起動可能となる作業として、クライア

ントセットアップ込み、メモリー２ギガバ

イト増設を含むものでございます。

次に、サーバー１台、富士通製でござい

ます。

型式はプライマジーＴＸ１３２０Ｍ１で

ございます。

仕様はＣＰＵにつきましては、ジオンＥ

３－１２２０ｖ３でございます。

メモリーは８ギガバイト、ＨＤＤの容量

は１テラバイトと、停電などの非常時のた

め、無停電電源装置付きでございまして、

初期設定から起動可能となる作業として、

クライアントセットアップを含むものでご

ざいます。

次に、プリンターでございます。合計５

台となっております。

内訳は、カラーインクジェットプリンタ

ー１台、エプソン製ＰＸ－１７００Ｆ、Ａ

３ノビ対応。

モノクロレーザープリンター１台、キャ

ノン製ＬＢＰ８７１０、Ａ３対応、５５０

枚積載カセット１台付き。

モノクロレーザープリンター３台、キャ

ノン製、Ａ４対応でございます。

次に、ソフトウエアでございます。

オフィススタンダード２０１３ライセン

ス一式、マイクロソフト社製、形式は０２

１－１０２２６でございます。こちらは、

文書作成ソフトであるワードソフトや表計

算ソフトであるエクセルソフトなどを搭載

したソフトウエアでございます。

ジャストジャンプ５／Ｒ２協働学習モデ

ル一式、ジャストシステム社製、形式はＪ

Ｌ－エデューション。さまざまな教材コン

テンツを収録した、中学校向けの学習支援

ソフトでございます。

ＩＣＴ活用教育支援ソフト一式、スカイ

社製、形式はスカイメニューＰｒｏ２０１

５ＬＴ。コンピュータ教室での事業や運用

をトータルで支援するソフトウエアとなっ

ており、校内ネットワークを使い、生徒た

ちが自分の考えや調べたことをまとめて発

表したりするほか、実物投影機やプロジェ

クターなどのＩＣＴ機器と連動して、わか

りやすい授業に取り組むことを支援するソ

フトでございます。

入札年月日は、平成２７年８月１３日。

指名業者は有限会社いそざき商店ほか、

記載の７業者でございます。

取得金額は、１,１６５万６,４４０円。

落札率は９８.７％でございます。

契約の相手方、網走郡美幌町字大通北３

丁目１２番地、株式会社久山商店、代表取

締役久山邦徳でございます。

契約保証金、免除。

契約年月日、議会後本契約による。

納入期限は、本契約の日から６０日以内

とするものでございまして、１０月１６日

が６０日目となります。

以上、御説明申し上げました。御審議を

賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １点だけ。これだ

け台数の多い更新になった場合、古いパソ

コンの処分は、教育委員会でどのような方

法でやっているのかということと、それか

らセットアップをされるということですか

ら、現在使っているデータなどは新しいパ

ソコンなどに全部移されると思うのですけ
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れども、その後のデータの消去だとか、個

人情報とかそういうのがどの程度入ってい

るのかわからないのですけれども、そうい

う確認というのは、現場でどのようになさ

れているのか、その実情をお知らせくださ

い。

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。

○学校教育主幹（石澤 憲君） ただいま

の御質問ですが、入れかえた後の古いパソ

コンにつきましては、直ちに廃棄を予定し

てございません。今年度につきましては、

廃棄の予算を組んでございませんので、次

年度以降に、廃棄の予算を組むこととして

おります。

なお、廃棄にかかる費用としては、デー

タの消去の費用で、一台当たり、およそ５,

０００円前後の費用がかかるのではないか

ということでございます。処分の際には、

データの消去をしてから処分するようなこ

とで考えてございます。よろしくお願いい

たします。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私もパソコンに詳

しくはないのですが、データの消去の確認

というのは、実際にきちんと消去されたか

どうかは、現場でどうやって確認している

のですか。

私はその辺の知識がちょっとよくわから

ないので、どのような形で、例えば現場で

担当教師が消去された状態をきちんと確認

されて、問題ないということを確認した上

で、廃棄になるのかどうか、その辺の実情

がわかれば教えてください。

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。

○学校教育主幹（石澤 憲君） 消去をし

て確認をするというのは、物品購入と同様

に、検収作業がともないますので、当然の

ごとく現場では確認をすることとなりま

す。しからばということになるのですが、

教師一人一人が、データを消去する技術を

持ち合わせておりませんので、それについ

ては、業者にお願いすることで考えてござ

います。よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） そのほか。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） すいません、動

産の概要というところで、４１台メモリー

は２ギガバイト、さらに増設しているとい

うことでありますが、初めから４ギガバイ

トの設定の機種もあっただろうと思うので

す。そういう意味で、あえて２ギガバイト

を購入した上で、２ギガバイトを足したほ

うが、簡単に言えば積算上においても安い

のか、高いのかということがあったかなと

思うので、その流れとしてお教え願いた

い。

それから、プリンターのことでありま

す。あえて言うならば、今、産経新聞など

でよく出ているのですが、印刷した分だけ

初期設定も、費用という意味で投資額も要

らないで、印刷をかけた部分だけの支払い

で、メンテナンスもインク代も込みででき

る方法もあるのかなと。そういう意味合い

から言った場合、動産という形で手に入れ

てやったほうが、将来的においてもコスト

という意味で、トータル的に考えた場合、

購入しないでもできる方法もあったのでは

ないかと思いますので、その点が２点目で

あります。

次、３点目であります。今、上杉議員が

お聞きした、廃棄をことしする、しないと

いうことではなくて、私の観点は、廃棄し

ようというコンピュータ、もしかしたらプ

リンターのほうも、ある意味では有価物、

逆に売れるのではないかと思っているとこ

ろもあるのです。そういう意味では、今、

上杉議員の答弁でありましたけれども、処

分するのに逆にお金がかかるみたいなお話

でしたけれども、有価物と考えた場合、む

しろ収入になるのではないか。今、細かい

数字は私も用意はしていないのですが、そ

ういう観点もあるのではないかということ

を申し上げたいところであります。
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動産の概要ということでお聞きするのが

３点でありますが、次に、指名業者という

ところで、お尋ねしたいのですが、美幌町

は２年に１回ぐらいの割合で、指名願の受

付という意味で、公共工事の部分と、それ

から、役務、物品とかの項目で指名願を受

けた後の中の指名だと思うところですが、

そういう意味で、この今回指名された８社

全て、少なからず物品の指名願を美幌町が

受理しているのか。そういう意味で、この

４点、お知らせ願いたいと存じます。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 吉住議員の御

質問にお答えしたいと思います。

まず、コンピュータ本体のメモリーが２

ギガバイトということで、増設して４ギガ

バイトとなっているということかと思いま

す。

当初から、４ギガバイトを登載した本体

を購入してもよかったのではないかという

ことでございますが、今回の導入に当たり

まして、コストを抑えるというようなこと

から、富士通製パソコン本体仕様のメモリ

ーが、２ギガバイトの搭載モデルに、バッ

ファロー製の２ギガバイトのメモリーを増

設し、導入コストを抑制しようとするもの

でございます。

具体的に申し上げますと、例えば、本体

仕様は２ギガバイトのパソコンが１０万円

でございます。富士通製の２ギガバイトメ

モリーを増設する、つまり４ギガバイトの

メモリーを登載した本体モデルを購入した

場合、３万円程度の費用がかかります。そ

こで、バッファロー製の２ギガバイトメモ

リーを増設した場合、５,０００円程度で収

まるということで、結果として導入コスト

の抑制が図られるというものでございま

す。

次、プリンターのことでありますけれど

も、プリンターについては、リースと買い

取り方式の価格比較はしたのかということ

かと思います。

今回購入予定のプリンターは、パソコン

教室に配置し、生徒にコンピュータ操作の

習得と学習ソフトを活用して、各教科にお

ける学習内容の理解を促進するため、用紙

の印刷用として活用を図るものでございま

す。

使った分だけの月額料金を支払うシステ

ムなどと比較を行った場合ですが、使用頻

度が低いことから、有利性はないものと考

えてございます。

例えば、エプソンのスーパーチャージが

ございますが、Ａ３プリンターでカラー６

００枚までですと、税抜で月額８,０００円

であります。税抜きで１年間ということに

なりますと、９万６,０００円、５年間で４

８万円となりますが、今回導入予定のカラ

ープリンターは定価で５万９,８００円で

す。それにインクジェットなど、ランニン

グコストを加えても、今回の購入が有利で

あるものと判断したものでございます。

また、いわゆるリースにつきましては、

業者に聞いたところ、リース料率が現在１.

８８％程度ということでございます。

今回、パソコン本体やソフトウエアとと

もにまとめて購入をさせていただきますの

で、その意味でも、それぞれの機器の経費

を低く抑えることが期待できるものという

ふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

あと、３点目にございました、古いパソ

コンは有価物になるのではないかというこ

とでございますけれども、これまで使用し

てきた機器をそれぞれ確認しながら、使用

不可となるものについては、廃棄をさせて

いただきたいと思います。

プリンターなど一部使用可能なものにつ

いては、他に転用するというようなことの

中で、使用可能なものについてはそういう

判断をさせていただきたいと思っておりま

す。

あと、指名業者等につきましては、総務

部のほうでお願い申し上げたいと思いま
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す。よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。

○契約財産主幹（石坂 聡君） 指名業者

については、８月１３日に入札をさせてい

ただきましたけれど、物品購入の際の格付

に全ての業者がなってございます。以上で

ございます。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） メモリーの話は

理解できました。

ただ、プリンターの件でありますが、今

の説明の中で、月額計算というお話が主に

されたのかなと思っているところでありま

す。

私がお聞きしたかったのは、印刷した枚

数で、清算するプリンターのリース、月額

という意味の固定ではなくて、枚数で１枚

１枚をカウントして請求書が来るという仕

組みもありますので、今後、十分承知おき

願いたい。

それから、概要という意味の３点目であ

ります。今の答弁は、使えるものは使うと

いう趣旨は、それはそれで成り立つのでし

ょうけども、私は組織の上で、不用物とな

ったとしても、世間的に言ったら有価物に

なる場合もあるのではないかという御指摘

なのです。

そういう意味も含めて、正式に今導入し

たところで、全てを廃棄処分とかいうこと

ではなくて、次年度考えていきたいという

ことでありましたので、そこら辺も十分研

究していただきたい。これだけを申し上げ

ておきます。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、２点の御質

問、御意見をいただきました。

まずプリンターについては、６００枚ま

で、要は利用頻度の問題、何枚使うかとい

うのが一つの判断なのかと思っています。

そう考えますと、６００枚までを考える

と、大体月額８,０００円くらいなりますよ

と。今、議員がおっしゃったように、何枚

まで１枚当たり幾らだという部分を考え

て、そちらが有利かどうかというか、私の

記憶の中では、やはりオーダーとすれば、

毎月１,０００枚以上は使わないとなかなか

こういう制度を使う、言うならば、業務用

で、要は印刷物が多いところという認識が

あります。

今、言われたことについては十分検討、

比較を再度してみたいと考えております。

それから、もう１点の有価物ということ

で、今、電子機器については、中に入って

いる部品が、また再利用できるということ

で、業者によっては、持っていけば幾らで

も出しますよという流れになっている分も

あります。そういった中で、私どもの物に

ついても、そういう無償というよりも、有

償で処分できるかも含めて、有償というこ

とは、お金をいただけるという処分がある

のか、きちんと調べたいと思います。

ただ、先ほどのデータ処理の中で、１台

当たり幾らという部分については、これ

は、先ほど言った５,０００円が正しいかど

うかは別として、データ処理は何かの動作

として、相手方にやっていただかなければ

ならないことでもありますので、この金額

は、やはり持ち出しになるかと思っており

ます。

ただ、その物を処分するときに、物によ

っては、有償で買っていただける物もある

のかなと思っていますので、ご指摘の部分

については十分に検討していきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） そういう話を含

めて、今回の入札は、動産といっても、物

品という意味で、パソコンという物品、サ

ーバーという物品、プリンターという物

品、ただ、一つだけ支援ソフトという、こ

れは、私は物品という感覚はちょっとない

のですけれども、今回の入札に当たって
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は、総額で入札されたと思ってはいます

が、これで、今議会で承認すれば、確定に

当たっては、相手の業者に対して、その一

つ一つにおける内訳書の提出を求めること

ができると思うのです。厳密に言えば、総

額は当然入札しているかもしれないけれど

も、パソコンは４１台で幾らだとか、数量

と単価です。ソフトは簡単に言えば、２０

０万円かかっていますということがあると

思いますので、そこら辺、今後よろしけれ

ば、御提示願いたいという希望を申し上げ

ておきたいなと思っています。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、お話しいた

だいたことは、今後ということでございま

すので、可能であればそういう表示も考え

ていきたいと思います。

○議長（大原 昇君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） 私のほうでは、

パソコンそのものではないのですけれど、

５年から９年にかけて、全機種を更新して

いるという説明を受けたかと思っていると

ころなのですが、今、パソコンの指導技術

も相当高くなってきているかなと思ってい

るのですけれど、これだけの金額をかけて

パソコンを購入するわけですから、やはり

指導の技術も相当上がっているか期待をし

たいところではあります。

それと、先ほどの説明では、わかりやす

い事業に取り組んでいるという話ですけれ

ど、それぞれの学校の中で、すごく成果を

上げられる指導をしているところもたくさ

ん情報として上がってきていますので、美

幌としても、せっかくこれだけのパソコン

を購入するわけですから、各学校において

も、パソコンを利用した学習指導というも

のに力を入れたらどうかなと考えます。そ

ういう意味で、せっかくですから、もう少

し学習の成果が上げられるそういうものに

努力していただけるように希望したいとい

うことで、今回質問をさせていただきまし

た。以上です。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今回につきまし

ては、パソコンの入れかえということであ

ります。当然、高価なものを認めていただ

いて、設置するわけでありますので、議員

の言われたように、ぜひそれを使って、パ

ソコンの使い方だけではなくて、もう少し

児童生徒の知識が上がるように進めたいと

思います。

その中で、パソコンだけではなくて、今

ＩＣＴと言われているようなことで、学校

に進めるような話はしております。

具体的には、当初予算で認めていただい

た、例えば大型テレビというか、それに実

物投影機を使ってやるとか、それぞれもう

少しＩＣＴ機器を使った授業を多くやるこ

とによって、子供たちの理解を増すという

のが、今の一つの流れでございます。そう

いう意味では、今議員が御指摘にあったこ

とについては、十分受けとめまして、学校

のほうに指導をしていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで、質疑を終

わります。

これから、議案第５９号動産の取得につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第８ 議案第６０号

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

６０号平成２７年度美幌町介護保険特別会
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計補正予算（第１号）についてを議題とし

ます。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） １９ページを

お開きいただきたいと思います。

議案第６０号平成２７年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第１号）について御

説明をいたします。

今回の補正につきましては、平成２６年

度以前の被保険者の所得変更、税額変更が

あったため、還付金として、過年度分の返

還額が生じましたので、保険料の還付を行

うため、増額を行うものでございます。

平成２７年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１６億７,１１２

万９,０００円とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

２８ページ、２９ページをお開きいただ

きたいと思います。

３、歳出について御説明いたします。

５款諸支出金、１項償還金及び還付加算

金、１目第１号被保険者保険料還付金につ

きましては、平成２６年度以前の所得変

更、税額変更があったため、還付金とし

て、被保険者に早期に返還をする必要があ

るため、過年度の実績に基づき、当初予算

１０万円を予定しておりましたけれども、

現状の執行済み、それから執行見込み、あ

わせて２６件ございまして、３０万円弱の

予定でございます。今後の見込み額１０万

円を含めまして、４０万円とするものでご

ざいます。

歳出については以上でございます。

歳入につきましては、２６ページ、２７

ページをお開きいただきたいと思います。

２、歳入について御説明いたします。

８款繰越金につきましては、平成２６年

度繰越金６３万８,０００円ございますが、

このうち３０万円を財源として充てさせて

いただきます。

以上、御説明いたしました御審議賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） すいません、数

字だけの話で申しわけないのですが、この

予算書、基本的には３０万円ということ

で、私も見ているつもりですが、今説明の

中で４０万円という言葉を使われたことが

ちょっと気になったものですから、４０万

円という数字をもし使われたのであれば、

もう一度お話いただきたいなと思っていま

す。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ２８ページ、

２９ページにございますが、補正前の額が

１０万円でございます。補正額は３０万円

ということで、合計４０万円という数字で

ございます。

○議長（大原 昇君） ほかに、質疑はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで、質疑を終

わります。

これから、議案第６０号平成２７年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

────────────────────

◎閉会宣告
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○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２７年第４回美幌町議会臨

時会を閉会します。

お疲れさまでした。

午前１０時５８分 閉会  
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